
携し、地域での日常的な見守りや助け合いのネット
ワークづくりを進めます。

高齢者支援課
障がい者福祉課

基本目標２　多様な主体による支え合い活動の推進

基本方針（１）　地域活動の担い手となる人材育成

R6年度末 R6年度末 担当課評価 取組状況

市民講座の実施、シンポ
ジウムの開催【新規】

地域福祉の担い手の発掘や人材育成を目的とした市
民講座やシンポジウムを実施し、地域のニーズに応え
られる人材の育成に取り組みます。

地域福祉課 地域における市民講座等の開催回
数

４回 5回 A:想定以上に実施できた 地域共生社会推進シンポジウムを開催し、講演や地域の取組発
表の機会を作り、多くの市民に参加いただいた。
また、地域住民座談会を５回開催し、地域福祉総合計画の説明会
および意見交換会を実施した。

基本目標３　包括的な支援体制の整備・強化

基本方針（３）　サービス提供事業者への支援等

R6年度末 R6年度末 担当課評価 取組状況

ア　制度の周知・普及 保健福祉に関する各種制
度や事業等の周知・普及

市民が保健福祉に関する各種制度や事業等に関心
を持ち、制度や事業等の理解が進むよう、これらの周
知・普及に努めます。

地域福祉課
介護保険課
高齢者支援課
健康課

「青梅市成人保険事業のご案内」発
行回数

１回 1回 B:想定どおり実施できた 令和７年度の成人保健事業について各種検診事業を初めとした日
程等の詳細を掲載し、市内60,048世帯に個別配付した。

基本目標３　包括的な支援体制の整備・強化

基本方針（４）　権利擁護や成年後見制度の推進

R6年度末 R6年度末 担当課評価 取組状況

報酬助成件数 3件 4件 A:想定以上に実施できた 成年後見人等の報酬費用助成について５件の申請があり、うち４
件を助成した。

成年後見支援事業 5件 5件 B:想定どおり実施できた 成年後見人等の報酬費用助成について５件の申請があった。

周知チラシ等の配付部数 2,500部 19,000部 A:想定以上に実施できた 「青梅市社会福祉協議会だより」11月号に成年後見制度・地域福
祉権利擁護事業の紹介記事を掲載し周知した。
発行部数　19,000部
（市役所、市民センター、農協、郵便局、市内商業施設等に配布）

成年後見制度利用促進講演会回数 1回 1回 B:想定どおり実施できた 市民後見人入門講座を１回実施し、参加者は６０名であった。

成年後見支援事業 5件 5件 B:想定どおり実施できた ５件の申請があり、うち４件を助成した。

成年後見関連相談件数 420件 315件 C:おおむね想定どおり実
施できた

成年後見関連の相談件数は315件であった。

法人後見受任件数 25件 18件 C:おおむね想定どおり実
施できた

法人後見受任件数は18件であった。

受任調整件数 30件 37件 A:想定以上に実施できた 受任調整件数は37件であった。

ア　権利擁護の推進 成年後見制度の利用促進 高齢者や障がい者など要擁護者によって制度の活用
支援が異なることから、アドヴォカシー（権利擁護）が
必要になる人数の把握に努め、要擁護者らしい生活
を送ることができるよう、成年後見制度以外の「死後
事務委任契約」等も含め、制度を周知する機会を設け
るよう努めます。

地域福祉課

評価指標の見込値（計画値） 評価指標の実績値 R6年度取組状況

評価指標の見込値（計画値） 評価指標の実績値 R6年度取組状況

評価指標の見込値（計画値） 評価指標の実績値 R6年度取組状況

基本施策 事業名 取組内容 主担当課 事業に対する評価指標
（担当課評価がDまたはEの場合に記入）

基本施策 事業名 取組内容 主担当課 事業に対する評価指標
（担当課評価がDまたはEの場合に記入）

基本施策 事業名 取組内容 主担当課 事業に対する評価指標
（担当課評価がDまたはEの場合に記入）

ア　権利擁護の推進 権利擁護の推進 誰もが人権を尊重し合い、尊厳をもって安心して暮ら
せるよう、青梅市社会福祉協議会と連携し、権利擁護
の推進を図ります。また、身寄りがない、経済的負担
ができない市民に対しては、市が審判申立てや後見
人報酬の費用助成を行います。

地域福祉課
高齢者支援課
障がい者福祉課

ア　権利擁護の推進 成年後見制度の利用促進 青梅市社会福祉協議会と連携し、成年後見制度の周
知と活用の促進を図り、判断能力の不十分な高齢者
等が、財産管理や身上監護についての契約などの法
律行為をする際に、保護・支援を行います。

地域福祉課
高齢者支援課
障がい者福祉課
生活福祉課

ア　権利擁護の推進 成年後見制度の利用促進 制度の周知・啓発、相談事業の実施、利用促進など
について、既存の成年後見制度推進機関の活用を継
続するとともに、社会福祉協議会と協議を進め、重層
的支援体制整備事業の取組と連携して、権利擁護支
援の地域連携ネットワークの強化を推進します。法人
後見については、経済的事情や親族関係の破たん、
虐待や権利侵害があるなどから適切な成年後見人等
を得られない市民の後見人等を社会福祉協議会が受
任し、支援を行います。また、今後法人後見が増加す
ることを見込み、社会福祉協議会以外に受任できる法
人について検討します。市民後見については、市民後
見人の育成支援に取り組みます。

地域福祉課
 


